
 

 

 

平成 28 年中の東京消防庁管内の火災状

況は 3,982 件（治外法権火災 2 件を含む。。）

で前年に比べ 451 件減少し、焼損床面積は

17,529 ㎡で 3,221 ㎡の減少となりました。 

また、火災による死者は 83 人で、前年と

比較して 12 人の減少となりました。傷者は

853 人で前年に比べ 26 人の増加となりまし

た。 

平成 28 年中の大規模な火災として、1 月に

5 階建ての工場から出火、延焼拡大し 2 階か

ら 5 階の 1,200 ㎡を焼損した火災がありま

した。 

消防隊による救助があった火災として、   

2 月に 3 階建ての住宅から出火し 2 棟 54 ㎡

を焼損した火災で、火元建物より要救助者

を 2 階から 3 名、3 階から 1 名救出した火

災がありました。 

 火災以外の災害としては、7 月に神奈川

県相模原市で発生した救急事象において、

消防相互応援協定に基づき特別応援で救急

隊 11 隊を出場させ対応した災害がありま

した。 

緊急消防援助隊として 4 月に熊本県で発

生した地震災害に際して熊本県に 2 日間延 

べ 6 名の職員を派遣し、また 8 月に岩手県

で発生した台風 10 号による豪雨災害に際 

しては岩手県へ 11 日間にわたり延べ 19 人

を派遣しました。 

 

 

このように、様々な災害が発生していま

すが、消防隊は日々実災害に即した訓練を

積み重ねるなど、都民の安全と安心を守る

ため万全を期しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 災害から都民を守るために 

炎に立ち向かう消防隊 写真 47

救助する消防隊 写真 48



 

 

１ 出場体制 

 東京消防庁における出場体制は、火災、

救助、救急及び危険排除等の災害区分に

応じて、普通出場、特別出場、特命出場

により対応しています。 

⑴ 火災 

普通出場…… 市街地の一般火災及

び大規模又は特殊な対象物の火災が発

生した場合、火災の規模に応じて第 1 

出場から第 4 出場に区分して運用して

います。 

特別出場…… 高速道路上の火災、

危険物の火災及び大規模な災害で普通

出場では対応し難い場合に、火災の規

模に応じて第 1 出場から第 3 出場（大

型航空機の墜落、列車の火災等大規模

災害の場合ついては、第 1 出場から第

 4  出場）に区分して運用しています。 

特命出場…… 火災の規模に応じて

消防部隊の増強を必要とする場合又は

小規模の火災等に対応する場合に、消

防小隊を指定して運用しています。 

⑵ 救助 

特命出場…… 救助事象に応じて必

要な消防小隊を指定して運用していま

す。例えば、車両同士の衝突事故等に

対しては、傷者の救護及び火災等を考

慮し、救急小隊とポンプ小隊等を同時

に指定して運用しています。 

特別出場…… 大規模な救助事象が

発生し又は発生するおそれのある事態

が生じ、複数の救助部隊を一度に投入 

して救助活動を実施する必要がある場

合に、災害の規模に応じて第 1 出場か

ら第 2 出場に区分して運用しています。 

また、多数の傷病者が発生し、傷病

者の救出救護、誘導等で人的支援が必

要な場合に、支援特別出場として第 1 

出場から第  4 出場に区分して運用し

ています。 

⑶ 救急 

普通出場…… 救急事象が発生した

場合に、救急車の位置情報（GPS）を活

用して要請場所の直近の救急小隊を運

用しています。 

特別出場…… 多数の傷病者が発生

し又は発生するおそれのある事態が生

じ、救急普通出場では対応し難い場合

に、傷病者の人数に応じて第 1 出場か

ら第 4  出場に区分して運用しています。 

特命出場…… 救急小隊の増強を必

要とする場合又は災害現場において複

数の傷病者が発生した場合に、必要な

救急小隊を指定して運用しています。 

⑷ 危険排除 

特命出場…… 危険物の流出、ガス

の漏洩、化学災害等の火災又は公共危

険の発生並びに人命危険等が予測され

る場合、その危険要因を排除するため、

災害事象に応じて消防救助機動部隊、

化学機動中隊等、消防小隊を指定して

運用しています。 

⑸ 緊急確認 

特命出場…… 火災と紛らわしい火

煙又は自動火災報知設備等が作動した

旨の通報があった場合、緊急に現場を 
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確認するため、消防小隊を指定して運用

しています。 

 

２ 災害の応援体制 

 市町村は、消防組織法第 6 条により自

ら消防の責任を果たさなければならない

ことになっていますが、境界周辺につい

ては消防組織法第 39 条に基づき、市町村

相互間で災害の応援体制を確立していま

す。このため、東京消防庁では次の市町村

等と消防相互応援協定を締結し、ポンプ

車及び救急車はもとより、ヘリコプター

による応援も実施しています。 

 また、東京港の海上災害に対応するた

め、海上保安庁東京海上保安部と業務協

定を、川崎市、千葉市、横浜市及び市川

市との間には、各都市の港内及びこれに

関連する沿岸施設等における大規模災害

に対応するため東京湾消防相互応援協定

を結んでいます。 

 さらに、地震等による大規模な災害が

発生した場合、消防相互応援協定以外の

市町村に対しても、消防組織法第 44 条に

より、緊急消防援助隊を出動させること

になっています。 

 

 

 

都 県 市 町 村 等 締結年月日 都 県 市 町 村 等 締結年月日 

東 京 都 

 稲  城  市 

〇大  島  町 

〇新  島  村 

〇八  丈  町 

〇利  島  村 

〇神 津 島 村 

〇三  宅  村 

〇御 蔵 島 村 

〇青 ヶ 島 村 

昭和 45. 5.18

 〃 63. 6. 2

平成元. 3. 1

 〃  . 6. 1

 〃  . 6. 1

 〃  . 6. 1

 〃  . 6. 1

 〃  . 6. 1

 〃  . 6. 1

千 葉 県

 市  川  市 

 浦  安  市 

 松  戸  市 

昭和 42. 3. 7

平成 18.12.13

 〃 18.12.15

埼 玉 県

 三  郷  市 

 草加八潮消防組合 

川  口  市 

 秩父広域市町村圏組合 

 朝霞地区一部事務組合 

 戸  田  市 

埼玉西部消防組合 

昭和 40. 1.23

平成 28. 4. 1

 〃 42.11.21

平成 3. 2.19

 〃 10.10. 1

 〃 18.12.15

 〃 25. 4. 1

神奈川県 

 相 模 原 市 

 川  崎  市 

 横  浜  市 

 大  和  市 

昭和 39.12.22

 〃 43. 8. 2

 〃 51. 6.30

 〃 54. 1.23

山 梨 県

 上 野 原 市 

 大  月  市 

 東山梨行政事務組合 

平成 2. 4.25

 〃  8. 6.28

 〃 18.12.10

（注 1）〇印は、消防応援協定を締結しているもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

相互応援協定 第 2-1 表 



 
 

県 市 町 村 等 締結年月日 県 市 町 村 等 締結年月日 

神奈川県 相 模 原 市 昭和 44. 9. 1

山 梨 県

大 月 市 

上 野 原 市 

富 士 河 口 湖 町 

西 桂 町 

富士五湖広域行政事務組合 

昭和 44. 9. 1
山 梨 県 

富 士 吉 田 市 

都 留 市 
昭和 44. 9. 1

 

 

県 市 町 村 等 締結年月日 県 市 町 村 等 締結年月日 

神奈川県 
川 崎 市 消 防 局 

平成 2. 5.29 千 葉 県
千 葉 市 消 防 局 

平成 2. 5.29
横 浜 市 消 防 局 市 川 市 消 防 局 

 

 

県 市 町 村 等 締結年月日 県 市 町 村 等 締結年月日 

神奈川県 
川 崎 市 消 防 局 

平成 7. 3.29

宮 城 県 仙 台 市 消 防 局 平成 8. 1.22

横 浜 市 消 防 局 愛 知 県 名古屋市消防局 平成 8. 1.31

千 葉 県 千 葉 市 消 防 局 兵 庫 県 神 戸 市 消 防 局 平成 18.12.26

 

航空消防相互応援協定 

 大阪市消防局 昭和 53 年 3 月 25 日締結 

 

業務協定 

 海上保安庁東京海上保安部  

昭和 44 年 8 月 7 日締結 

  

国土交通省東京国際空港事務所 

 昭和 46 年 7 月 31 日締結 

 

その他の消防相互応援協定 

 米空軍第 374 空輸団 

 平成 24 年 10 月 30 日締結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央高速道路富士吉田線相互応援協定 第 2-2 表 

東京湾消防相互応援協定 第 2-3 表 

航空機消防相互応援協定 第 2-4 表 



３ 国民保護対策 

武力攻撃事態等における国民の保護の

ための措置に関する法律（国民保護法）

では、消防は、その施設及び人員を活用

して、国民の生命、身体及び財産を武力

攻撃による火災から保護するとともに、

武力攻撃災害を防除し、及び軽減しなけ

ればならないと規定されています。 

また、市町村長は、市町村の職員並び

に消防長及び消防団長を指揮し、避難住

民の誘導を行わなければならないことと

規定されています。 

東京消防庁は、国民保護対策における

関係機関の連携の重要性を踏まえ、東京

都及び区市町村がそれぞれ作成した国民

保護計画に基づき実施する避難誘導など

の国民保護措置及び国民保護訓練などの

各種対策に関して、東京消防庁国民保護

対策基本方針に基づき適切な対応を図っ

ています。 

また、東京都が主体となって実施する

国民保護訓練に関係各局とともに参加し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 東京消防庁国民保護対策基本方針 

⑴ 基本的な考え方 

東京において、武力攻撃災害や緊急

対処事態における災害が発生した場合、

被害の軽減を図り都民を守ることは、

消防に課せられた重大な責務です。 

東京消防庁は、この責務を果たすた

め、消防職員及び消防団員の安全を確

保しつつ、災害に対する消火、救助・

救急、避難誘導等の活動を実施します。 

また、都民や事業所の十分な協力が

得られるよう、国、東京都、区市町村

及び関係機関との連携を強化するなど、

国民の保護に関する総合的な対策を推

進し、首都東京の安全確保に取り組ん

でいます。 

⑵ 基本的対策 

前⑴の基本的な考え方を踏まえ、次

に掲げる基本的対策を策定し、これに

基づく国民保護対策を推進しています。 

ア 対応体制の確立 

 ・警防本部等機能強化対策 

  ・情報運用対策 

 イ 活動態勢の確立 

 ・消防活動対策 

 ・避難誘導対策 

 ・消防団の活動対策 

  ・教育訓練対策 

ウ 地域の安全の確保 

 ・事業所及び都民指導対策 

 


